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(57)【要約】
　本発明は、少なくとも２０日間の保存可能期間を有す
る比較的長期保存可能な生乳を製造するための方法であ
って、少なくとも２段階の遠心分離細菌除去が、特に腐
敗に関与する胞子形成バクテリアを除去するために実施
される、方法に関する。さらに、この方法により、これ
らの細菌除去段階を、乳を低温殺菌するための従来的な
システムに後から組み込むことが可能となる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　比較的長期保存可能な生乳を製造するための方法であって、
　ａ）標準化の前に原乳から、又は
　ｂ）標準化の後に全乳から
少なくとも２ステップの遠心分離細菌除去（９００、９０１）が実施される、方法。
【請求項２】
　少なくとも２ステップの遠心分離細菌除去（９００、９０１）が実施される、比較的長
期保存可能な生乳を製造するための方法であって、少なくとも１つの細菌除去段階は、脱
脂前に既に実施されるが、第２の細菌除去段階は、脱脂乳の加工中に実施される、方法。
【請求項３】
　前記少なくとも２ステップの遠心分離細菌除去（９００、９０１）に続いて、乳が加熱
される（４００）ことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記加熱（４００）が、７０～８５℃にて再生的に実施されることを特徴とする、請求
項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　ａ）所定の脱脂温度まで原乳を加熱する（２００）ステップと、
　ｂ）前記原乳を脱脂して（３００）、
　　　ｉ）所定の指針値に基づくある量の乳脂（３１０）を分割する（３２０）ステップ
と、さらに
　ｃ）前記乳を標準化するステップと、
　ｄ）前記標準化された乳を加熱する（４００）ステップと、
　ｅ）前記乳を高温維持する（５００）ステップと、
　ｆ）前記乳を冷却する（６００）ステップと、
　ｇ）包装する（８００）ステップと
を含むことを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも２つのステップが連続的に続く遠心分離細菌除去（９００、９０１）が
、前記乳を標準化するステップの後に、及び包装する（８００）ステップの前に実施され
ることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つの遠心分離細菌除去（９００）が、前記原乳を加熱する（２００）ステ
ップの後に、及び脱脂する（３００）ステップの前に実施されることと、前記脱脂された
乳（３６０）からの少なくとも１つのさらなる遠心分離細菌除去（９０１）が、実施され
ることとを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記乳脂（３１０）が、前記原乳を脱脂する（３００）ステップの後に細菌除去のため
に加熱される（３９０）ことを特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記乳脂（３１０）が、前記原乳を脱脂する（３００）ステップの後に、及び前記ある
量の乳脂（３１０）を分割する（３２０）ステップの前に細菌除去のために加熱されるこ
とを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　包装する（８００）ステップが、無菌包装として実施されることを特徴とする、請求項
１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記遠心分離細菌除去の少なくとも１つの段階が、分離ディスクから作製されたディス
クスタックを有する分離器において実施されることを特徴とする、請求項１～１０いずれ
か一項に記載の方法。
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【請求項１２】
　フィンを有する分離器が使用され、前記フィンが、前記分離器のドラム内の分離ディス
クの外部に半径方向に配置されていることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１３】
　滅菌された相は、細菌が除去された生乳中に再循環されないことを特徴とする、請求項
１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、比較的長期保存可能な生乳を製造するための方法に関する。
【０００２】
　飲用乳を製造するための一般的な方法（図１）においては、原乳が、初めに事前設定さ
れた脱脂温度にまで加熱される。この温度は、タンパク質の損傷を防止するために、例え
ば５５～６２℃の範囲であることが可能である。
【０００３】
　脱脂、すなわち原乳を乳脂及び脱脂乳へと分離した後に、この乳脂は、均質化される。
【０００４】
　任意には、次いで、この脱脂乳は、所定量の均質化された乳脂を加えることによって標
準化される。
【０００５】
　その後、この標準化され均質化された乳は、７２～７５℃の間の温度にて、１５～３０
秒の処理時間にわたって低温殺菌されなければならない。このステップにおいて、腐敗に
関与する細菌が殺菌される。
【０００６】
　最後に、この乳は、６～７℃の温度まで冷却される。かかる製造方法は、無菌包装を伴
うことにより、最大で１２日の保存可能期間を実現する。
【０００７】
　さらに、乳の保存可能期間の長期化を実現する非常に様々な方法が知られている。しか
し、通常は、高温加熱処理された乳は、生乳に比べて風味が大幅に異なる。
【０００８】
　例えば、Ｔ≦８℃の保存温度にて少なくとも２０日間の保存可能期間を有する、長期保
存可能（ＥＳＬ：ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｓｈｅｌｆ　ｌｉｆｅ）乳と呼ばれるものが知られ
ている。
【０００９】
　比較的長期保存可能な乳についての重要な前提条件は、胞子形成菌の大幅な減菌及び合
計細菌数の減少化である。これらは、乳の腐敗を大幅に促進するものである。
【００１０】
　次に、ＥＳＬ乳の製造において利用される既知の方法をさらに詳細に説明する。
【００１１】
ＥＳＬ直接加熱システム
　先発製品として、標準化され熱処理された乳又は脂肪分の標準化のみがなされた乳が、
店頭販売されている。
【００１２】
　この直接加熱システムにおいては、製品は、７０～８５℃にまで再生加熱され、次いで
直接蒸気注入により１２７℃の最高温度まで加熱される。３秒間にわたり乳を高温維持し
た後に、この乳は、フラッシュクーラ内において７０～８５℃にまで冷却される。次いで
、７０℃にて無菌均質化が実施される。
【００１３】
ＥＳＬ間接加熱システム
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　先発製品として、直接加熱によるものと同一の製品が、店頭販売されている。この乳は
、７０℃にまで再生加熱され、次いで無菌的に均質化される。次いで、この製品は、再生
熱交換器において１０５～１０７℃まで加熱され、ヒータセクションにおいて１２７℃ま
で２秒間にわたり加熱される。
【００１４】
ＥＳＬ精密濾過
　ここで、原乳は、５５℃の通常の脱脂温度にて分離される。次いで、脱脂乳は、同様に
５５℃にて精密濾過される。乳脂は、１０５～１２５℃まで６秒間にわたり保持液と共に
加熱され、脱脂乳と共に混合され、均質化され得る。次いで、この乳は、低温殺菌され、
４～６℃にまで冷却される。
【００１５】
　９９．５％超の細菌保留率を保証するといわれている０．８～１．４μｍの孔径を有す
る膜が、使用される。これにより、細菌の少ない透過液及び細菌の多い保持液が得られる
。細菌濃縮液（保持液）は、濃縮されてもよく、高温加熱処理後に透過液まで再循環され
てもよい。
【００１６】
ＥＳＬ深層濾過
　この方法においては、ポリプロピレンから作製されたキャンドルフィルターが使用され
る。前置フィルタの孔径は、０．３μｍであり、メインフィルタの孔径は、０．２μｍで
ある。この濾過は、分離温度にて実施され、細菌は、保持液の形成を伴わずにフィルタの
深層において分離される。加熱システムの方法手順は、精密濾過の方法手順と一致する。
【００１７】
　提示される方法の製品は、従来的に低温殺菌された乳と感覚刺激的に同等である。保存
可能期間を延ばすために精密濾過により乳から細菌を除去することは、原則的に、特に適
切であることが判明している。
【００１８】
　独国特許第１００３６０８５号は、とりわけチーズ製造用の乳の製造における、乳から
細菌を除去するための方法を開示している。乳から細菌を除去するために、乳は、分離器
において脱脂乳及び乳脂に分離される。次いで、細菌が、精密濾過又は分離器により、脱
脂乳から除去される。
【００１９】
　米国特許第３５２５６２９号は、チーズ製造用の乳を滅菌するための方法を開示してい
る。この方法においては、バクテリア含有乳スラリが、２ステップの遠心分離方法におい
て乳から分離され、滅菌され、乳回路へと再循環される。しかし、かかる乳を生乳と呼ぶ
ことはできない。
【００２０】
　２ステップの遠心分離細菌除去は、「Ｎｅｕｅｒ　Ｓｔｅｒｎ　ｉｎ　ｄｅｒ　Ｍｉｌ
ｃｈｓｔｒａｓｓｅ（銀河系の新星）」（Ｉｌｏｉ　Ｗａｓｅｎ著、Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　
Ｍｏｌｋｅｒｅｉ　Ｚｅｉｔｕｎｇ、２００３年、４０／４１頁）という記事にも開示さ
れている。しかし、具体的な方法手順は、この記事には開示されていない。
【００２１】
　「Ｓｅｐａｒａｔｏｒｅｎ　ｆｕｒ　Ｍｉｌｃｈ－Ｒｅｉｎｉｇｕｎｇ　ｕｎｄ　Ｍｉ
ｌｃｈ－Ｅｎｔｋｅｉｍｕｎｇ（乳の純化及び乳からの細菌の除去のための分離器）」（
Ｈａｎｎｏ　Ｒ．　Ｌｅｈｍａｎｎ及びＥｒｎｓｔ　Ｄｏｌｌｅ著、ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ
ｃ　ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｎｏ．１２　Ｗｅｓｔｆａｌｉａ　Ｓｅｐａｒａｔｏｒ　ＡＧ、
Ｏｅｌｄｅ、初版、１９８６年、図２０及び３章１．２）という文献は、脱脂乳からの細
菌の２ステップの除去を開示している。これは、乳脂部分が、高い割合の胞子を有するか
、又は加熱によって低い割合のβ－ラクトグロブリンを有するに留まるという欠点を有す
る。
【００２２】
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　本発明の目的は、先述の先行技術から出立して、比較的長期保存可能な生乳を製造する
ための代替的な方法を提供することである。乳の又は乳成分の高温加熱処理が必ずしも必
須ではない、本発明の変形形態もまた提供される。
【００２３】
　本発明は、請求項１及び２に記載の特徴により、この目的を達成する。
【００２４】
　この場合に、有利には、細菌は、生乳中に含まれる乳脂からも、１度、又は特に有利に
は２度にわたり除去される。
【００２５】
　本発明の有利な実施形態は、サブクレームに提示される。
【００２６】
　細菌の少なくとも２ステップの遠心分離除去を利用することにより、概して、濾過のみ
ならず、分離前の原乳又は標準化後の飲用乳の約１２５℃の温度への加熱をも不要とする
ことが可能となる。
【００２７】
　細菌の少なくとも２ステップの遠心分離除去は、腐敗に関与する胞子形成菌の高い減菌
を実現する。例えば、２ステップの遠心分離減菌後の１リットルの乳中には、細菌が除去
された液体の１０ｍｌ当たり最大で１つのセレウス菌胞子又はそれ未満が、検出され得る
。正確には、この好気性胞子形成菌は、６日の期間後には何倍にも増殖し、甘性凝固によ
り乳の保存可能期間を著しく減じる。このようにすることで、保存温度Ｔ≦８℃ではいず
れの場合においても最大で２１日までの保存可能期間を有し、製造時に高温加熱処理され
た材料を加える必要のない、比較的長期保存可能な乳が得られる。４０日以上の極度の保
存可能期間が、必ずしも実現されるわけではないが、従来の生乳と比較して、最小で２０
日以上という大幅に延びたこの保存可能期間は、高温加熱処理により風味の低下を被らな
い、保存可能期間の長い乳を可能にする。乳脂は、高温加熱処理される必要はないが、所
望に応じてこの処理を受けることも可能である。
【００２８】
　本発明により製造された保存可能期間の長い生乳において達成されるラクツロース含有
量、及びβ－ラクトグロブリン含有量は、生乳における対応物の含有量と同等である。
【００２９】
　分離器ドラムを断続的に空にすることにより除去される、細菌を多量に含有する濃縮液
を、最小限に抑えることは、好ましくは、ＰＲＯ＋システム、すなわち分離器のディスク
パッケージの外部に半径方向に配置されたフィン本体部を有する欧州特許第１７８６５６
５号のタイプのシステムを使用することによって達成される。これは、非常に長い排出期
間後に現れる非常に少量の濃縮液を排出することが可能となることを意味する。
【００３０】
　この少なくとも２段階の遠心分離細菌除去は、脱脂するステップに加えて、様々な箇所
において、生乳を保存するための方法に組み込むことが可能である。この場合には、細菌
除去ステップは、相互に継続する必要はない。
【００３１】
　脱脂中に乳から固形物をさらに分離することにより、同様に、乳からの細菌の幾分かの
排出が、既に実現され得る。しかし、脱脂ステップは、このコンテクストにおいては、予
備的な細菌除去の類としてのみ見なされるべきであり、完全な細菌除去ステップとして見
なされるべきではない。
【００３２】
　このコンテクストにおいて、細菌除去は、好ましくは分離器、特にディスク分離器を使
用して、細菌、胞子、及びバクテリア等の固形物からの浄化のための、乳又は脱脂乳の対
象設定された処理を意味する。
【００３３】
　この細菌除去においては、液相（流入乳）が、遠心分離により固形物から浄化される。
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さらに、必須ではないが、このようにして浄化された液体のサブストリーム（ｓｕｂｓｔ
ｒｅａｍ）を細菌除去分離器の供給装置へと再循環させることにより、任意に細菌除去効
果をさらに最適化することも考えられる。
【００３４】
　少なくとも２ステップの遠心分離細菌除去を上述の一般的な製造方法に組み込むことに
より、最小で２０日間まで乳の保存可能期間を有利に延ばすことが、概して達成され得る
。
【００３５】
　問題となっている好気性細菌形成菌の個数が、以降のプロセスステップの種々の加熱プ
ロセス前には、好ましくは検出限度以下の値にまで既に劇的に低減されているように、こ
の少なくとも２つの細菌除去ステップが、脱脂前に連続的に既に実施されると、有利であ
る。
【００３６】
　さらなる一変形形態においては、少なくとも１つの細菌除去ステップが、脱脂前に既に
実施され得るが、第２の細菌除去ステップは、脱脂乳の加工中に、この方法に組み込まれ
る。
【００３７】
　さらなる一変形形態においては、細菌が、標準化の後に、すなわち脱脂乳にある量の乳
脂を供給した後に、２つの連続的な遠心分離ステップにおいて全乳から除去され得る。
【００３８】
　第１の遠心分離細菌除去により、最大で９０％まで対応する好気性胞子形成菌の個数が
低減されるが、後に、脱脂乳からの別個の細菌除去が、さらなる遠心分離細菌除去ステッ
プにおいて実施され得る。
【００３９】
　この変形形態においては、細菌の除去を確実にするために、脱脂分離ステップの後に、
乳脂が好ましくは１００～１４０℃の間の温度にまで短期的に加熱されることにより、乳
脂から細菌を確実に除去するのみならず、混合後の脱脂乳からも確実に除去することが、
有利である。
【００４０】
　乳脂からの細菌の除去が、余分な乳脂の保存において有利であることが判明しているた
め、乳脂は、細菌が余分な乳脂からも除去されるように、脱脂の直後の短期間において、
及び定量分割の前に、加熱され得る。
【００４１】
　比較的長期保存可能な生乳の保存中に細菌の除去を確実にするためには、本質的に既知
の無菌包装が有利である。
【００４２】
　以下、図面を参照として、複数の作業例を参照しつつ、本発明をさらに詳細に説明する
。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】生乳を製造するための一方法の概略的な手順を示す図である。
【図２】比較的長期保存可能な生乳を製造するための方法の本発明による第１の変形形態
の概略的な手順を示す図である。
【図３】本発明による第１の変形形態を実施するための一装置の概略回路図である。
【図４ａ】比較的長期保存可能な生乳を製造するための一方法の本発明による一変形形態
の概略的な手順を示す図である。
【図４ｂ】比較的長期保存可能な生乳を製造するための一方法の本発明による一変形形態
の概略的な手順を示す図である。
【図５】本発明による第２の変形形態を実施するための一装置の概略回路図である。
【００４４】



(7) JP 2013-504335 A 2013.2.7

10

20

30

40

50

　図１は、「従来的に製造される生乳」のための既知の製造プロセスを反映した流れ図／
ブロック図を示す。
【００４５】
　この場合には２～８℃の温度で保存された生乳１００が、ステップ２００において、プ
レート熱交換器を使用して、５０～６０℃、好ましくは５５℃の脱脂温度にまで温められ
るか、又は温め直される。次いで、この原乳が、ステップ３００において、分離器にて乳
脂３１０及び脱脂乳３６０に遠心分離されるか、又は脱脂される。次いでステップ３２０
において、乳脂３１０は、乳の所望の乳脂含有量に応じて分割され、余分な乳脂（ステッ
プ３４０）は、所望に応じて同様に保存され得る（ステップ３５０）。次いで、生乳は、
ステップ３３０において、クリーミングに対する安定性のために脂肪球の破壊が得られる
ような態様で均質化される。
【００４６】
　次いで、脱脂乳（ステップ３６０）は、所望量の乳脂と混合され、標準化され、ステッ
プ４００においてプレート熱交換器により７０～８０℃、好ましくは７４℃にまで温めら
れるか又は短期間加熱され、ステップ５００において対応する長期間にわたり高温に維持
される。この温度にて、腐敗に関与する微生物が殺され、不要な酵素が不活性化される。
【００４７】
　細菌の繁殖を低下させるために、次いでこの乳は、ステップ６００において、好ましく
はプレート熱交換器を使用して、保存（ステップ７００）のために４～６℃、好ましくは
５℃にまで冷却される。この乳のボトル中又は無菌飲用カートン中への無菌包装（ステッ
プ８００）及び包装された乳の消費は、一般的には１２日間の間にわたり可能である。
【００４８】
　図２は、先述の既知のステップに加えて、２つの減菌ステップ９００、９０１が追加さ
れたブロック図である。これらの２つの減菌ステップは、脱脂前に、すなわち原乳の脱脂
（ステップ３００）前に、本プロセスに組み込まれる。
【００４９】
　この場合、５０～６０℃、好ましくは５５℃の分離温度への加熱（ステップ２００）後
に、原乳は、２つの減菌ステップ９００及び９０１においてバクテリア及び胞子を除去さ
れる。これにより、脱脂ステップの前に既に、細菌除去、すなわちこの乳からの細菌の除
去が、好ましくは５５℃にて実施される。
【００５０】
　したがって、脱脂時には、実質的に胞子を含まない乳脂（ステップ３１０）のみならず
、さらには細菌を含まない脱脂乳（ステップ３６０）が得られ、乳脂は後に、標準化のた
めに脱脂乳に添加して戻すことが可能となる。この場合には、標準化後の飲用乳の低温殺
菌は、それに応じて残りの腐敗に関与する微生物及び不要な酵素が破壊又は不活性化され
得るように、７４～８５℃、好ましくは８０℃にて実施することが可能である。
【００５１】
　図３は、図２に図示される概略図にしたがって作動されるプラントの回路図を示す。こ
の場合に、原乳は、供給装置Ｚを経由して貯蔵タンク１内に進み、原乳は、この貯蔵タン
ク内において好ましくは４～６℃で保存される。この貯蔵タンクから、原乳は、向流型プ
レート熱交換器２のサブセクション２ａを経由して送られ、そこで原乳は、５０～６０℃
、好ましくは５５℃の温度まで温められる。
【００５２】
　次いで、原乳は、この温度で第１の細菌除去分離器３内に移送される。このステップに
おいては、この原乳からの細菌の粗除去が行われ、腐敗に関与する胞子形成菌の個数を約
９０％低減させることが可能である。
【００５３】
　この細菌粗除去の後に、原乳は、第２の細菌除去分離器４内に移送される。この第２の
細菌除去ステップにおいて、細菌は、少なくともセレウス菌胞子がもはや検出不能となる
ように、確実に除去される。
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【００５４】
　次いで、細菌が除去された原乳は、脱脂分離器５により脱脂され、原乳は、脱脂分離器
５において乳脂及び脱脂乳に分離される。
【００５５】
　乳脂は、ライン８を介して脱脂分離器５から出て、この場合には熱交換器９により好ま
しくは７４℃に維持され得る。代替的には、熱交換器９は、１１０～１４０℃、好ましく
は１２５℃にまで乳脂を加熱することが可能であり、このようにすることで、細菌の追加
的な熱的後除去につながる。さらに、任意には、分離送給ラインを介してプラントの工程
間洗浄（ＣＩＰ：ｃｌｅａｎｉｎｇ－ｉｎ－ｐｒｏｃｅｓｓ）を行うことが可能である。
【００５６】
　図示しない弁により、乳脂の定量分割が行われ、乳脂の幾分かが、余分の乳脂Ｅとして
このプロセスから除去され、保存され得る。代替的には、さらなる追加の乳脂を、このプ
ロセスに送ることが可能である。乳脂量が所定値に設定された後には、乳脂は、ホモジナ
イザ１１内に送られる。次いで、乳脂は、図示しない弁を介して脱脂乳に再循環される。
【００５７】
　標準化とも呼ばれるこのプロセスは、脱脂乳ラインを乳脂ラインに連結するものとして
の、図示しない連結ピース内において実施される。
【００５８】
　次いで、この標準化された生乳は、ラインを介してプレート熱交換器２に送られ、そこ
で好ましくは５５℃（セクション２ｂ）から好ましくは７４℃（セクション２ｃ）までの
通路において温め直される。この乳を加熱するために、本例においては、蒸気Ｄが使用さ
れる。この蒸気Ｄは、濃縮により向流中に所要の熱入力を導入する。次いで、乳は、高温
維持のため、さらなる熱交換器７を経由して送られる。好ましくは７４℃への加熱により
、胞子形成菌の適度な不活性化がもたらされる。
【００５９】
　次いで、標準化された生乳（Ｔ＝約７４℃）は、プレート熱交換器のセクション２ｃ内
において、並びにセクション２ｂ（Ｔｍｉｌｋ＝約５５℃）、セクション２ａ（Ｔｍｉｌ

ｋ＝約８℃）、及びセクション２ｄ（Ｔｍｉｌｋ＝約４℃）を経由して、４～６℃の温度
にまで冷却される。セクション２ｄは、冷媒供給装置ＣＦ及び冷媒出口ＣＯを使用する氷
冷部として設計され得る。出口Ａを介して、比較的長期保存可能な生乳が、無菌包装シス
テムへと送られる。パラメータ（圧力、細菌数、細胞数、温度、分離器のモータ出力等）
に対応する計測デバイス及び制御デバイスは、明瞭化のため、本回路プラン内には図示し
ない。
【００６０】
　図４においては、２つの細菌除去ステップ９００、９０１が、プロセス手順の様々な箇
所にて組み込まれている。第１の細菌除去９００は、脱脂３００の前又は原乳を乳脂（ス
テップ３１０）及び脱脂乳（ステップ３６０）に分離する前に実施されるが、細菌除去ス
テップ９０１は、脱脂乳（ステップ３６０）から細菌を除去する役割を果たす。脱脂ステ
ップの後に分離された乳脂は、好ましくは１２５℃にまでさらに加熱され、このようにす
ることで乳脂から細菌を確実に除去する。
【００６１】
　余分な乳脂（ステップ３４０）が分離された（ステップ３２０）後に、所定量の乳脂が
、細菌を含まない脱脂乳３６０に送られる。次いで、飲用乳が、再度温め直されて（ステ
ップ４００）、残りの腐敗に関与する微生物又は酵素が不活性化される。次いで、高温維
持ステップ５００が続き、さらに、結果的に得られる飲用乳が好ましくは５℃以下の温度
にて保存及び包装され得るように、冷却プロセス（ステップ６００）が続く。
【００６２】
　したがって、図４ａの例においては、原乳からの第１の細菌除去は、分離前に実施され
、脱脂乳からの第２の細菌除去は、乳脂及び脱脂乳の分離後に実施される。したがって、
細菌は、このプロセスにおいては、生乳、乳脂、及び脱脂乳の各成分から別個に除去され
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る。
【００６３】
　代替的には、均質化された乳脂に高温加熱処理を施すのではなく、均質化後に標準化の
ためにこの乳脂を脱脂乳に送り戻し、次いで脱脂乳及び乳脂のこの混合物を共に第２の細
菌除去９０１にかけることも考えられる。次いで、この後に、包装された生乳の最終加工
のために、再びステップ４００～８００が続く（図４ｂを参照）。
【００６４】
　図５は、図４ａに図示される概略図にしたがって作動されるシステムの回路図を示す。
この場合に、原乳は、図３と同様に、プレート熱交換器２’において５５℃にまで温めら
れ、次いで細菌除去分離器３’において細菌粗除去を受ける。
【００６５】
　図３の作業例とは対照的に、細菌が除去された原乳は、第１の細菌除去ステップ後に既
に脱脂分離器５’により脱脂される。
【００６６】
　脱脂後に、脱脂乳は、第２の細菌除去分離器４’内に送られ、そこで、乳脂とは別個に
細菌除去を再度受ける。
【００６７】
　残りのプロセスステップは、装置に関しては図３と同様の態様で実現される。
【００６８】
　「従来的に製造される生乳」の低温殺菌における処理方法と比較した場合に、比較的長
期保存可能な生乳の製造においては、原乳の品質に対して、純度に関連した処理に対して
、及び冷却に関連した保存に対して、比較的大きな要求がなされる。例えば、包装につい
ては、本質的に無菌の包装が考慮に入れられる。原乳は、最高品質のものであるべきであ
り、一般的には４８時間よりも古いものであるべきではない。
【００６９】
　図示される３つの変形形態の代替としては、乳の標準化後の２ステップの遠心分離細菌
除去が、本発明によれば同様に可能である。このために、例えば脱脂分離器として、本出
願人のモデルＭＳＥ　２３０－０１－７７７が、考慮に入れられ、細菌除去分離器として
、モデルＣＮＤ－２１５－０１－０７６（ＤＥ１７８６５６５に記載されるように、ＰＲ
Ｏ＋システムへとさらに転換される）及びモデルＣＳＥ－２３０－０１－７７７が、考慮
に入れられる。細菌除去分離器及び脱脂分離器としては、好ましくは、連続作動する自動
排出ディスク分離器が使用される。
【００７０】
　このプロセスにおいて、以前からの従来的なＰａｓｔｅｕｒシステムが、２つの追加的
な細菌除去分離器並びに乳脂のための加熱デバイス及び冷却デバイスに関する問題を伴う
ことなく、改良され得る。
【００７１】
　その後、好ましくは、本方法において除去されたバクテリア相及び場合によっては乳の
一部が、廃棄される。加熱によるこの相の滅菌、すなわちバクテリアの破壊並びに細菌が
除去された生乳へのかかる滅菌された相の再循環は、生乳の品質に、特にその含有物であ
るβ－ラクトグロブリン及びラクツロースに悪影響を与えるため、好ましくない。
【００７２】
　β－ラクトグロブリンは、牛の乳内に存在する乳漿タンパク質である。高含有量のβラ
クトグロブリンは、高い乳品質の指標となる。乳の加熱時には、乳タンパク質の変性が生
じ、その結果、低含有量の乳漿タンパク質、及びさらには低含有量のβ－ラクトグロブリ
ンがもたらされる。
【００７３】
　ラクツロースは、熱処理時に生じるラクトースの転位反応の副生成物である。ラクツロ
ースは、下剤として作用し、人体によって利用され得ない。ラクツロースは、原乳中には
存在しない。したがって、低いラクツロース含有量は、乳の鮮度及び品質の指標となる。
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【００７４】
　以下に、欧州共同体評議会の指令９２／４６／ＥＥＣから、ラクツロース含有量及びβ
ラクトグロブリンの含有量についてのいくつかの指針値を列挙する。さらに、様々な加工
乳品種のβ－ラクトグロブリンの含有量についてのドイツ連邦食品栄養研究所（ＢＦＥＬ
）の提案を示す。
【００７５】
【表１】

【００７６】
　上記の表においては、滅菌された乳、超高温処理された乳（ＵＨＴ）、高温加熱処理さ
れた乳、及び低温殺菌された乳が比較され、各乳の品種の定義を可能にするために、及び
消費者の一部を混乱させるリスクを回避するために、各品種についての指針値が示される
。この場合に、低温殺菌された乳は、従来的に製造された生乳と同等に製造されることが
可能となり、その加工方法は、図１に示される。
【００７７】
　次に、細菌が除去され、図２による方法の一変形形態により処理された原乳を原料とす
る低温殺菌された乳の各測定値を、精密濾過された乳又は直接加熱された乳の測定値と比
較する。
【００７８】
　この場合に、低温殺菌された乳の分類は、ラクツロース及びβ－ラクトグロブリンにつ
いて上記の表において示した指針値により導かれる。
【００７９】
【表２】

【００８０】
　これらの測定値から分かるように、細菌が除去された原乳から製造された低温殺菌乳は
、低温殺菌された乳、すなわち従来的に製造された生乳と品質において同等である。
【符号の説明】
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（参照数字）
貯蔵タンク（リザーバ）　１、１’、１’’
細菌除去分離器　３、３’、３’’
脱脂分離器　５、５’、５’’
熱交換器　７、７’、７’’
熱交換器　９、９’、９’’
ホモジナイザ　１１、１１’、１１’’
生乳ライン　１３、１３’、１１’’
保存生乳　１００
加温　２００
脱脂　３００
乳脂　３１０
下位分割　３２０
均質化（乳脂）　３３０
余分な乳脂　３４０
プレート熱交換器　２，２’，２’’
細菌除去分離器　４、４’、４’’
保存（余分な乳脂）　３５０
供給装置（原乳）　Ｚ
出口（生乳）　Ａ
余分な乳脂のための出口　Ｅ
冷媒供給装置　ＣＦ
脱脂乳ライン　６、６’、６’’
乳脂ライン　８、８’、８’’
脱脂乳　３６０
加熱（乳脂）　３７０
高温維持（乳脂）　３８０
短期間加熱／低温殺菌　４００
高温維持　５００
冷却　６００
保存、液体の加熱／冷却　７００
供給装置及び出口　Ｆ１
分離細菌除去Ｉ　９００
分離細菌除去ＩＩ　９０１
蒸気　Ｄ
冷媒出口　ＣＯ
包装　８００
洗浄　ＣＩＰ
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